
短期給付の時効について
　短期給付については、その給付事由が生じた日から2年間申請が行われなかった場合、時効によって給付
を受ける権利が消滅しますのでご注意ください。
　請求にかかる時効の起算日は、次のとおりです。

給付の種類 請求にかかる時効の起算日

療養費
家族療養費

医療費の立替払い 医療機関等に療養の費用を支払った日の翌日

治療用装具の立替払い 採寸・採型を行った日の翌日

移送費・家族移送費 移送費用を支払った日の翌日

出産費・家族出産費 出産した日の翌日

埋葬料・家族埋葬料 埋葬を行った日の翌日

傷病手当金
出産手当金
休業手当金
育児休業手当金
介護休業手当金

勤務に服することができない日ごとに、その翌日

弔慰金・家族弔慰金 死亡した日の翌日

災害見舞金 災害に遭った日の翌日

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

医療費通知のお知らせ
　共済組合からの医療費通知書は、年2回の発行となっております。
　今回は、平成29年6月から11月診療分のお知らせです。
　3月上旬頃に所属所の共済事務担当課を通じて配付いたしますので、
皆さまの健康管理にお役立ていただき、引き続き医療費の節約にご協力
をお願いいたします。
　なお、今回送付する医療費通知は、確定申告に使用できませんのでお
気をつけください。
　次回は、平成30年9月（平成29年12月～平成30年5月診療分）に配付
を予定しております。
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